第17号様式（第16条第2項関係）
	

	過誤納金還付（充当）通知書

　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　北見市公営企業管理者　　　　　　　　　

　　あなたの公共下水道事業受益者負（分）担金について過誤納金があり、次のとおり、（還付・未納の納付金に充当）しますので、北見市公共下水道事業受益者負担等に関する条例施行規程第16条第2項の規定により通知します。
　　

	過誤納金還付（充当）内訳
	賦課年度
	納付年度
	負(分)担金総額
	納期別
	納付済額
	過誤納額
	還付額
	未納金充当額

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	摘　　要
	○ 還付金については、北見市上下水道局からの還付通知書によりお受け取りください。

○ 未納金に充当しましたので、別添領収書を確認願います。なお、未納金充当により今後の納付額が変わりますので、別添の納入通知書により納付願います。



